
大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例をここに公布

する。 

令和８年３月３１日 

大和市長 古谷田  力   

 

大和市条例第１１号 

大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

大和市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（令和８年大和市条例第７号）の一部

を次のように改正する。 

第２条に１項を加える改正規定中「、被保険者均等割額」を「並びに被保険者均等割額」

に改め、「する。」の次に「ただし、当該合算額が法第７０３条の４第３７項に規定する額

を超える場合においては、子ども・子育て支援納付金課税額は、その額とする。」を加える。 

第２３条第１項を改め、同項第１号にキからケまでを加える改正規定中「減額した額」

の次に「（当該減額した額が法第７０３条の４第３７項に規定する額を超える場合には、

その額）」を加える。 

第２３条第３項を改め、同条を第２７条とする改正規定を次のように改める。 

第２３条第３項中「及び被保険者均等割額（」を「並びに被保険者均等割額（」に改

め、「）に限る。以下この項において同じ。）」の次に「及び１８歳以上被保険者均等割

額（当該出産被保険者につき算定した１８歳以上被保険者均等割額（第１項の規定によ

り当該１８歳以上被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額

後の１８歳以上被保険者均等割額）に限る。以下この項において同じ。）」を加え、「及

び被保険者均等割額から」を「並びに被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割

額から」に、「及び被保険者均等割額を」を「並びに被保険者均等割額及び１８歳以上

被保険者均等割額を」に改め、同条に次の１項を加える。 

４ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に１８歳に達する日以後の最初の３月３１日

以前である被保険者（以下この項において「１８歳未満被保険者」という。）が属す

る場合における当該納税義務者に対して課する第２条第５項の被保険者均等割額

（当該１８歳未満被保険者につき算定した被保険者均等割額（前３項の規定により

当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額）に限る。以下この項において同じ。）は、当該被保険者均等割額から、

当該被保険者均等割額に相当する額を減額した額とする。 



第２３条を第２７条とする。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


